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地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針（総合確保方針） 

＜関係部分のみ抜粋＞ 

平成 26 年 9 月 12 日告示 

平成 28 年 12 月 26 日一部改正 

厚生労働省告示第 354 号 

二  都道府県計画、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画の整合性の確保等 

都道府県計画は、医療及び介護の総合的な確保に関する目標、当該目標の達成に必

要な事業に関する事項について定めるものであることから、医療計画及び都道府県介

護保険事業支援計画の考え方と整合性を図ることが必要である。 

また、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画につ

いては、平成 30 年度以降、計画作成・見直しのサイクルが一致することとなるが、

これらの計画の整合性を確保するためには、当該年度を見据えつつ、それぞれの計画

において、医療及び介護の連携を強化するための以下の取組を推進していくことが重

要である。 

１ 計画の一体的な作成体制の整備 

医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画を一体的に

作成し、これらの計画の整合性を確保することができるよう、都道府県や市町村にお

ける計画作成において、関係者による協議の場を設置し、より緊密な連携が図られる

ような体制整備を図っていくことが重要である。 

２ 計画の作成区域の整合性の確保 

医療・介護サービスの一体的な整備を行う観点から、医療計画で定める二次医療圏

（一体の区域として入院に係る医療を提供する体制の確保を図る地理的な単位とし

て区分する区域をいう。以下同じ。）と、都道府県介護保険事業支援計画で定める老

人福祉圏域（介護給付等対象サービス（介護保険法第 24 条第２項に規定する介護給

付等対象サービスをいう。）の種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域をいう。

以下同じ。）を、可能な限り一致させるよう、平成 30 年度からの計画期間に向けて、

努める必要がある。 

また、病床の機能の分化及び連携を進めるに当たり、交通事情等の社会的条件、高

齢者の増加、地域における患者の流出入の状況、医療資源の地域偏在等により、一の

都道府県の区域内で必要な医療提供体制の確保が困難である場合には、近隣の都道府

県や広域の区域と連携する方策等を検討し、所要の体制整備を図っていくことも重要

である。 

３ 基礎データ、サービス必要量等の推計における整合性の確保 

医療及び介護の連携を推進するためには、計画作成の際に用いる人口推計等の基礎

データや、退院後に介護施設等を利用する者、退院後又は介護施設等の退所後に在宅

医療・介護を利用する者の数等の推計について、整合性を確保する必要がある。特に、

病床の機能分化・連携に伴い生じる、在宅医療等の新たなサービス必要量に関する整

合性の確保が重要である。市町村が市町村介護保険事業計画において掲げる介護の整

備目標と、都道府県が医療計画において掲げる在宅医療の整備目標とを整合的なもの

とし、医療・介護の提供体制を整備していく必要がある。 

参考資料２ 


